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１【提出理由】

　平成28年８月26日開催の当社第175回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す

るものであります。

 

２【報告内容】
(１)当該株主総会が開催された年月日

平成28年８月26日

(２)＜会社提案(第１号議案から第３号議案まで)>

第１号議案　剰余金の処分の件
１　配当財産の種類

金銭
２　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金６円
配当総額　29,504,814円

３　剰余金の配当が効力を生じる日
　　平成28年８月29日

第１号議案に対する修正動議
株主より、上記の原案に対し、修正動議が提出されました。

第２号議案　取締役１名選任の件
取締役に妻鹿徹氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件
監査役に片岡誠氏を選任するものであります。

＜株主提案(第４号議案から第23号議案まで)＞

第４号議案　定款一部変更の件(一株純資産を下回る公開買い付けへの賛同・応募推奨の禁止)

「当社は、当社の一株あたり純資産の80％を下回る価格を基準とする当社株式の公開買付けに対
し、賛同及び応募推奨をしてはならない。」という条項を、定款に記載するものであります。

第５号議案　定款一部変更の件(独立取締役２名以上の選任義務)

「当社は、取締役の選任において、会社と利害関係のない独立した社外取締役を２名以上、選任し
なくてはならない。特別の場合における選任しない(あるいはできない)例外については、株主に対
しての説明を当社ホームページ及び有価証券報告書において行わなければならない。」という条項
を、定款に記載するものであります。

第６号議案　定款一部変更の件(ＲＯＥ８％を３年連続で下回った場合の情報開示義務)

「ＲＯＥ８％を３期連続で下回った場合は、株主に対し未達の詳細理由の説明、および今後の株主
還元方針を、開示しなければならない。」という条項を、定款に記載するものであります。

第７号議案　定款一部変更の件(当社における従業員持株会の設置)

「当社は、従業員持株会を設け、当社従業員が、当社の株主でもあるという状態を、。」という条
項を、定款に記載するものであります。

第８号議案　定款一部変更の件(銀行株式保有の禁止)

「当社は、銀行業を売り上げの過半を占める上場企業の株式保有を、原則として行ってはならな
い。特別の場合の例外については、株主に対しての説明を、当社ホームページ及び有価証券報告書
において行わなければならない。」という条項を、定款に記載するものであります。

第９号議案　定款一部変更の件(白票を会社側提案については賛成、株主提案については反対とすることの禁止)

「株主総会の議決権行使書面において賛成とも反対とも記載されていない白票については、会社側
提案と株主提案で不公平な取扱いをしてはならない。」という条項を、定款に記載するものであり
ます。

第10号議案　定款一部変更の件(当社の発行済１％以上の株主との対話における最高経営責任者の対応)

「当社は、取締役会と株主との対話についての方針について、株主に対して、開示しなくてはなら
ない。発行済株式の１％超える株式を所有する当社の株主が、経営陣に面談を求めてきたときに
は、最高経営責任者が対応しなくてはならない。」という条項を、定款に記載するものでありま
す。

第11号議案　定款一部変更の件(株主提案権行使の適時開示義務)

「株主総会に向けて株主提案権が行使された場合には、行使されてから１週間以内に株主提案権行
使の事実、及び内容を株主に開示しなければならない」という条項を、定款に記載するものであり
ます。
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第12号議案　定款一部変更の件(役員報酬の個別開示)

「事業年度毎の取締役および監査役の報酬・賞与額については、一億円を上回るか否かに関わら
ず、個々の取締役および監査役毎にその金額を、該当事業年度の株主総会の招集通知に添付する参
考書類に記載して開示する。」という条項を、定款に記載するものであります。

第13号議案　定款一部変更の件(バイオマス発電事業、電力販売事業への参入)

当社の定款における事業目的に、「バイオマス発電事業」、「電力の販売」を追加するものであり
ます。

第14号議案　自己株式取得の件
本株主総会終結の時から１年以内に当社普通株式を、株式総数400,000株、取得価額の総額２億円
(ただし、分配可能額の範囲内)を限度として、金銭の交付を持って取得することとするものであり
ます。

第15号議案　剰余金の処分の件
第175期事業年度(平成27年６月１日から平成28年５月31日)に係る期末配当については、以下のとお
りとするものであります。
(１)　配当財産の種類　金銭
(２)　配当財産の割当に関する事項及び総額

当社普通株式１株につき金20円(配当総額98,366,080円)

(３)　剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年８月31日

第16号議案　独立取締役１名選任の件
江間賢二氏を、当社の独立社外取締役に選任するものであります。

第17号議案　定款一部変更の件(売買単位の100株単位への統一)

「東京証券取引所における売買単位を、100株単位とする。」という条項を、定款に規定するもので
あります。

第18号議案　定款一部変更の件(「伊藤レポート」株主資本利益率８％目標への対応に関する情報開示)

「経済産業省「伊藤レポート」で定められた株主資本利益率(ＲＯＥ)目標への対応について、当社
の方針を開示しなくてはならない。」という条項を、定款に規定するものであります。

第19号議案　定款一部変更の件(取締役報酬と株式価値との連動性についての特別調査委員会の設置)

「取締役報酬と当社の株式価値との連動性についての特別調査委員会を設置する。」という条項
を、定款に規定するものであります。

第20号議案　定款一部変更の件(１株あたり純資産を下回る株価が６ヶ月以上継続した場合の情報開示)

「一株あたり純資産を下回る株価が６ヶ月以上継続する場合には、かかる現状が異常事態であると
いうことと、その抜本的解決のための解決策について、株主に開示しなければならない。」という
条項を、定款に規定するものであります。

第21号議案　定款一部変更の件(王子製紙株式会社との経営統合に関する特別調査委員会の設置)

「当社は、中長期的な株式価値の最大化という観点から、王子製紙株式会社との関係性について検
討する特別調査委員会を設置する。」という条項を、定款に規定するものであります。

第22号議案　定款一部変更の件(株主との対話の関する規定)

「当社は、株主との対話に関する規定を設け、株主に開示しなくてはならない。」という条項を、
定款に規定するものであります。

第23号議案　定款一部変更の件(取締役会議長と最高経営責任者の分離)

「取締役会の議長と最高経営責任者が、兼任することを原則として禁止し、取締役会議長は社外取
締役がならなくてはならない。兼任を認める特別の場合の例外については、株主総会招集通知また
は参考書類において、かかる兼任が株主にとって最大利益であることを説明する株主への開示を書
面で必要とし、代わりに指導的社外取締役を指名しなくてはならない。指導的社外取締役の役割に
ついては、取締役会で定めて株主に開示する。」という条項を、定款に規定するものであります。
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(３)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
決議の結果
(賛成の割合)

第１号議案
剰余金の処分の件

 
3,052

 
259

 
0

 
(注)１

 
可決(92.18％)

第１号議案に対する修正動議 － － － － 否決

第２号議案
取締役１名選任の件
妻鹿　徹

 
 

3,370

 
 
77

 
 
0

 
 

(注)３

 
 

可決(97.77％)

第３号議案
監査役１名選任の件
片岡　誠

 
 

3,377

 
 
70

 
 
0

 
 

(注)３

 
 

可決(97.97％)

第４号議案
定款一部変更の件(一株純資産を下回る公開買い付
けへの賛同・応募推奨の禁止)

 
 

360

 
 

3,087

 
 
0

 
 

(注)２

 
 

否決(10.44％)

第５号議案
定款一部変更の件(独立取締役２名以上の選任義
務)

 
 

287

 
 

3,160

 
 
0

 
 

(注)２

 
 

否決(8.33％)

第６号議案
定款一部変更の件(ＲＯＥ８％を３年連続で下回っ
た場合の情報開示義務)

 
 

343

 
 

3,104

 
 
0

 
 

(注)２

 
 

否決(9.95％)

第７号議案
定款一部変更の件(当社における従業員持株会の設
置)

 
 

272

 
 

3,175

 
 
0

 
 

(注)２

 
 

否決(7.89％)

第８号議案
定款一部変更の件(銀行株式保有の禁止)

 
287

 
3,160

 
0

 
(注)２

 
否決(8.33％)

第９号議案
定款一部変更の件(白票を会社側提案については賛
成、株主提案については反対とすることの禁止)

 
 

344

 
 

3,103

 
 
0

 
 

(注)２

 
 

否決(9.98)％

第10号議案
定款一部変更の件(当社の発行済１％以上の株主と
の対話における最高経営責任者の対応)

 
 

267

 
 

3,180

 
 
0

 
 

(注)２

 
 

否決(7.75％)

第11号議案
定款一部変更の件(株主提案権行使の適時開示義
務)

 
 

287

 
 

3,160

 
 
0

 
 

(注)２

 
 

否決(8.33％)

第12号議案
定款一部変更の件(役員報酬の個別開示)

 
320

 
3,127

 
0

 
(注)２

 
否決(9.28％)

第13号議案
定款一部変更の件(バイオマス発電事業、電力販売
事業への参入)

 
 

260

 
 

3,187

 
 
0

 
 

(注)２

 
 

否決(7.54％)

第14号議案
自己株式取得の件

 
298

 
3,149

 
0

 
(注)１

 
否決(8.65％)

第15号議案
剰余金の処分の件

 
258

 
3,053

 
0

 
(注)１

 
否決(7.79％)

第16号議案
独立取締役１名選任の件

 
277

 
3,170

 
0

 
(注)３

 
否決(8.04％)

第17号議案
定款一部変更の件(売買単位の100株単位への統一)

 
352

 
3,095

 
0

 
(注)２

 
否決(10.21％)

第18号議案
定款一部変更の件(「伊藤レポート」株主資本利益
率８％目標への対応に関する情報開示)

 
 

340

 
 

3,107

 
 
0

 
 

(注)２

 
 

否決(9.86％)

第19号議案
定款一部変更の件(取締役報酬と株式価値との連動
性についての特別調査委員会の設置)

 
 

262

 
 

3,185

 
 
0

 
 

(注)２

 
 

否決(7.60％)

第20号議案
定款一部変更の件(１株あたり純資産を下回る株価
が６ヶ月以上継続した場合の情報開示)

 
 

283

 
 

3,164

 
 
0

 
 

(注)２

 
 

否決(8.21％)

第21号議案
定款一部変更の件(王子製紙株式会社との経営統合
に関する特別調査委員会の設置)

 
 

276

 
 

3,171

 
 
0

 
 

(注)２

 
 

否決(8.01％)

第22号議案
定款一部変更の件(株主との対話に関する規定)

 
274

 
3,173

 
0

 
(注)２

 
否決(7.95％)
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決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
決議の結果
(賛成の割合)

第23号議案
定款一部変更の件(取締役会議長と最高経営責任者
の分離)

 
 

276

 
 

3,171

 
 
0

 
 

(注)２

 
 

否決(8.01％)
 

(注)１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。
４．第１号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、修

正動議が成立する余地がなくなったため、議決権数は集計しておりません。

(４)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上
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